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1 

仕様書 2ページに記載のケーブルテレビの放送回数について、 

「165 本以上」とは全ケーブルテレビ局の合計で 165 本以上という

認識でよいでしょうか。 

仕様書に記載のとおり、放送回数は「165 本以上（月 5 本以上）」と

しています。 

県内全ケーブルテレビ局 11 局で、ひと月当たり 5 本以上を 3 か月

間以上放送してください。 

※11 局×5 本×3 か月＝165 本 

 


